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あなたに説明する重要事項は以下のとおりです。 

１．事業所の概要 

事業所名 
マエバシシ  チイキホウカツシエンセンターカイガヤ  

前橋市地域包括支援センター桂萱  

管理者の役職 （センター長）坂井  賢二       （管理者）森下  達也  

事業所の所在地 〒371-0002 前橋市江木町 1251 番地 1 

代表電話番号/FAX番号 TEL 027－264-0808 FAX 027－264-0556 

介護保険の指定番号 1000100030 

指定年月日 平成 21 年 4 月 1 日 

２．事業の目的と運営方針 

目的 
利用者が、介護予防に資する保健医療サービスまたは福祉サービスの適切

な利用等をできるよう、介護予防サービス・支援計画書（介護予防ケアマネジ

メント結果等記録表）の作成等を行います。 

運営方針 

（１） 利用者が可能な限りその居宅において、自立した日常生活を営むことが

できるように配慮します。 

（２） 利用者の心身の状況、その置かれている環境等に応じて、利用者の選

択に基づき、適切な保健医療サービス及び福祉サービスが、多様な事業

者から、総合的かつ効率的に提供されるよう配慮します。 

（３） 利用者の意思及び人格を尊重し、常に利用者の立場に立って、利用者

に提供される指定介護予防サービス等が特定の種類又は特定の介護予

防サービス事業者に不当に偏することのないよう、公正中立に行います。 

（４） 前橋市、地域包括支援センター、指定居宅介護支援事業者、介護保険

施設、住民による自発的な活動によるサービスを含めた地域における

様々な取組等との連携に努めます。 

（５） 前橋市地域包括支援センター運営協議会で適当と認めた指定居宅介護

支援事業者へ介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの一部を委託

します。 

（６）介護予防サービス・支援計画書（ケアマネジメント結果等記録表）の作成

にあたって利用者は、複数の指定居宅サービス事業者等の紹介を求める

ことや、居宅サービス計画原案に位置付けた指定居宅サービス事業者等

の選定理由の説明を求めることが可能であること等につき十分説明を行

います。 

 



                                        

                                    

３．職員の体制に関する事項 

所属する担当職員の 

人数・構成 

保健師等の人数    2人以上 

主任介護支援専門員等の人数    3人以上 

社会福祉士等の人数    3人以上 

その他の職員の人数    1人以上 

 

４．サービスの内容等に関する事項 

営業時間 

（窓口対応可能時間） 

月～金曜 午前 8 時 30 分～午後 5 時 30 分 

休日 土・日、祝祭日、年末年始 

サービス提供地域 前橋市桂萱圏域（前橋市日常生活圏域による） 

損害賠償保険について 

前橋市地域包括支援センター桂萱（以下、「事業者」とする）の責任により生じ

た損害については、事業者は速やかにその損害を賠償いたします。守秘義務

に違反した場合も同様とします。ただし、その損害の発生について、利用者に

故意又は過失が認められる場合には、利用者の置かれた心身の状況を考慮

して相当と認められる時に限り、事業者の損害賠償額を減じる場合がありま

す。 

苦情・相談対応窓口の 

名称・連絡先・対応時間 

事業所に設置された 

苦情・相談対応窓口 

管理者  森下 達也 

連絡先電話番号 （０２７－２６４－０８０８） 

行政機関に設置された

苦情・相談対応窓口 

名  称 前橋市福祉部長寿包括ケア課 

連絡先電話番号 （０２７－２２４－１１１１） 

国保連苦情・相談対応

窓口（介護サービス苦

情相談窓口） 

名  称 群馬県国民健康保険団体連合会 

連絡先電話番号 （０２７－２９０－１３２３） 

その他苦情受付機関 

名 称 群馬県社会福祉協議会 

連絡先電話番号 （０２７－２５５－６６６９） 

事故発生時の対応 

担当職員は、利用者に対する指定介護予防支援及び介護予防ケアマネジメン

トの提供により事故が発生した場合には速やかに管理者、当該利用者の家族

等に連絡を行うとともに、必要な措置を講じ、前橋市に報告します。 



                                        

                                    

秘密の保持 

担当職員は、業務上知り得た利用者やその家族に関する秘密を正当な理由

なく第三者に漏らしません。ただし、介護予防サービス等を円滑に実施するた

めに行うサービス担当者会議等において必要な場合には、事前に同意を得た

上で個人情報を使用させていただきます。（別紙・個人情報使用同意書に記

載） 

利用料 
事業者が提供する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントに対する料金

規定は【介護予防重要事項説明書別紙】のとおりです。 

入院時における医療機関

との連携 

利用者は、病院又は診療所に入院する必要が生じた場合には、計画作成担

当者の氏名及び連絡先を当該病院又は診療所にお伝えください。 

サービス提供の終了に 

ついて 

サービス提供の終了 

(1) 利用者の要介護認定区分が要介護となった場合 

(2) 事業対象者に該当せず、かつ要介護認定区分が

非該当となった場合 

(3) 利用者が施設等に入所した場合 

(4) 利用者が他の市町村に転出した場合又は他の圏

域に転居した場合 

(5) 利用者が利用の終了を申し出た場合 

(6) 利用者が死亡した場合 

(7) 介護予防支援の指定を受けた居宅介護支援事業 

所と契約する場合 

利用者による解約 

利用者は、その担当職員が、正当な理由がなくこれ

に定める介護予防支援及び介護予防ケアマネジメン

トをしない場合、若しくは担当職員が故意又は過失に

より、利用者またはその家族等の身体・財産・信用等

を傷つけ、又は著しい不信行為を行った等の場合、

サービス提供の利用を解約することができます。 

事業者による解除 

事業者は、利用者又は、その家族が担当職員等に対

して、生命・身体・財産・信用を傷つけ、又は著しい不

信行為を行う等の場合、文書で通知することにより、

サービス利用の提供を解除することがあります。 

介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントの提供開始に当たり、本書面に基づいて、重要事項の 

説明を行いました。 

説明年月日         令和     年     月     日         

事業所名                                        

所 在 地                                  

説明者氏名                                       



                                        

                                    

【 重要事項説明書 別紙 】 
 

料 金 
 ◆当事業者が提供する介護予防支援及び介護予防ケアマネジメントＡに対する料金規定は下表の 

とおりです。 

料金項目 単位数 １単位当たりの単価 料 金 

① 介護予防支援(Ⅰ) 及び 

介護予防ケアマネジメントＡ 
４４２単位 

×１０．２１円 

４，５１２円 

② 初回加算 ３００単位 ３，０６３円 

③ 委託連携加算 ３００単位 ３，０６３円 

     
・初回利用月は、①＋②で７，５７５円、２か月目以降の利用月は、４，５１２円 

・地域包括支援センターから委託を受けて、情報連携を行った場合については、初利用月に 

３，０６３円を加算します。 

 

◆当事業者が提供する介護予防ケアマネジメントＢ及びＣに対する料金規定は下表のとおりです。 

料金項目 単位数 １単位当たりの単価 料 金 

① 簡略化した 

介護予防ケアマネジメントＢ 
３４２単位 

×１０．２１円 

３，４９１円 

② 初回のみの 

介護予防ケアマネジメントＣ 
３４２単位 ３，４９１円 

③ 初回加算 ３００単位 ３，０６３円 

④ 委託連携加算 ３００単位 ３，０６３円 

  

    ・介護予防ケアマネジメントＢについて    

初回利用月は、①＋③で ６，５５４円、２か月目以降の利用月は、３，４９１円 

・介護予防ケアマネジメントＣについて     

初回利用月は、②＋③で ６，５５４円、それ以降は３，４９１円 

・地域包括支援センターから委託を受けて、情報連携を行った場合については、初利用月に 

３，０６３円を加算します。 

 

・ただし介護保険法等関係法令の改正により、利用料の改定が必要になった場合には、 

契約締結後においても、改定後の金額に変更となることがあります。 

・要支援認定を受けられた方及び、基本チェックリストの結果で事業対象者となった方は、 

介護保険制度から全額給付されるため、自己負担はありません。 

 


